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は

じ

め

に

成
尋
と
杭
州
寺
院
|
ー

入
唐
僧
と
入
宋
僧
の
開
に
杭
州
と
越
州
の
扱
い
が
異
な
り
、
越
州
の
紹
介
記

事
に
限
ら
れ
た
唐
代
に
封
し
、
宋
代
で
は
杭
州
が
屋
倒
的
優
位
に
立
つ
逆
轄
現

象
が
認
め
ら
れ
る
。
前
稿
で
は
こ
の
事
賓
を
指
摘
し
、
そ
の
因
っ
て
来
た
る
ゆ

え
ん
は
政
治
都
市
と
し
て
の
比
重
い
か
ん
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鰹
清
や
文
化
、
と

(
1
)
 

り
わ
け
雨
地
域
の
佛
敦
事
情
に
求
め
ら
れ
る
、
と
推
測
し
て
お
い
た
。
常
識
的

に
み
て
彼
ら
渡
海
僧
の
最
大
闘
心
事
は
佛
数
に
お
い
て
他
に
な
く
、
そ
れ
が
彼

ら
の
記
録
に
繁
簡
の
差
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
代
に
お
け
る
杭
州
の
佛
数
は
、
僧
停
に
み
え
る
敷
値
で
も
越
州
に
遅
れ
を

と
っ
て
い
た
こ
と
が
證
明
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
五
代
に
入
る
と
呉
越
國
の
首
都

と
な
り
、
加
え
て
國
王
錢
氏
一
族
の
篤
信
に
よ
り
杭
州
の
佛
敬
界
は
繁
榮
の
極

に
逹
し
、
寺
院
・
僧
尼
は
飛
躍
的
に
増
え
、
そ
の
ま
ま
宋
代
に
引
き
織
が
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
杭
州
三
百
六
十
寺
の
但
言
が
流
布
し
成
尋
も
こ
れ
を
耳
に
し

て
早
速
、
旅
行
記
に
書
き
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
呉
越
佛
教
の
勢
い
は

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
」
―

-T-

二
七

呉
越
と
日
本
の
交
流
が
日
中
開
係
史
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
ご
と
く
、

呉
越
・
北
宋
初
め
の
佛
数
、
と
り
わ
け
杭
州
に
代
表
さ
れ
る
雨
浙
の
佛
教
が
、

日
本
の
佛
数
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
と
の
理
解
に
、
異
を
と
な
え
る
者
は
い

ま
い
。
南
宋
時
代
に
は
ま
た
、
首
府
と
な
っ
た
臨
安
を
中
心
に
俊
乗
坊
重
源
を

筆
頭
と
す
る
日
本
僧
の
来
訪
が
あ
い
つ
ぎ
、
史
乗
に
残
る
者
だ
け
で
も
無
慮
百

(
2
)
 

餘
名
に
逹
し
て
い
る
。
こ
の
雨
時
期
の
は
ざ
ま
に
行
わ
れ
た
成
尋
ら
の
渡
航
ほ
、

参
河
入
道
寂
昭
の
入
宋
こ
の
か
た
皆
無
に
近
い
有
様
と
あ
っ
て
ほ
、
貴
重
こ
の

上
も
な
い
仕
學
で
あ
っ
た
。
彼
の
旅
行
記
を
通
じ
て
、
失
わ
れ
忘
れ
去
ら
れ
て

い
た
歴
史
事
寅
を
獲
堀
し
補
完
で
き
る
例
は
枚
學
に
遍
が
な
い
。
本
論
で
は

『
参
天
台
五
憂
山
記
』
（
以
下
『
参
記
』
）
に
現
わ
れ
る
杭
州
寺
院
に
的
を
し
ぽ

り
、
そ
の
周
邊
を
洗
い
直
し
、
究
極
の
目
的
で
あ
る
北
宋
後
半
期
、
す
な
わ
ち

成
尋
入
宋
前
後
に
お
け
る
杭
州
の
佛
敬
事
情
を
探
る
一
環
と
し
た
い
。

北
宋
時
代
に
な
っ
て
も
喪
え
を
み
せ
て
い
な
い
。

「
参
天
台
五
豪
山
記
劉
記
」
―
―
―
ー

藤

善

冥

澄



『
参
記
』
の
第
一
巻
と
第
八
巻
に
、
杭
州
の
寺
院
に
か
ん
す
る
記
載
が
敷
箇

所
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
杭
州
上
陸
の
直
後
、
熙
寧
五
年

(
1
0

七
二
）
四
月
二
十
四
日
條
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

龍
華
賓
乗
寺
の
金
剛
〔
般
若
〕
継
會
の
請
書
到
来
す
る
も
、
雨
ふ
る
に
依

っ
て
行
向
わ
ず
。
二
十
三
•
四
·
五
の
三
箇
日
に
齋
あ
り
。
毎
日
、
二
千

人
、
と
云
云
。
會
主
の
請
書
は
別
紙
に
在
り
。

會
主
の
請
書
で
あ
る
別
紙
は
、
そ
の
ま
ま
記
事
の
頭
に
貼
付
し
て
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
龍
華
賓
乗
寺
を
、
翌
二
十
五
日
條
に
は
金
剛

賓
乗
寺
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
金
剛
般
若
鰹
會
の
金
剛
に
ひ
き
ず
ら
れ
て

(
3
)
 

生
じ
た
誤
寓
で
あ
ろ
う
。

『
咸
淳
臨
安
志
』
（
以
下
『
臨
安
志
』
）
に
龍
華
賓
乗
院
と
み
え
る
賓
乗
寺
は
、

呉
越
王
錢
弘
佐
が
開
運
二
年
（
九
四
五
）
に
瑞
巡
園
を
寄
進
し
て
建
立
さ
れ
た
。

龍
華
寺
と
い
い
、
龍
華
賓
乗
寺
と
改
額
さ
れ
た
の
は
宋
の
大
中
詳
符
元
年
（
一

0
0八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
蒲
勒
信
仰
に
縁
起
を
持
つ
寺
で
は
あ
る

が
、
併
せ
て
造
螢
さ
れ
た
善
慧
大
士
偲
拿
の
員
身
塔
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
廣

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

博
翁
は
南
朝
時
代
の
居
士
で
あ
る
。
一
般
に
ほ
博
大
士
・
善
惹
大
士
。
博
弘

と
も
書
か
れ
る
が
、
字
を
玄
風
と
い
い
博
拿
大
士
の
ほ
か
、
故
郷
の
松
山
に
入

り
娑
羅
雙
桐
に
な
ぞ
ら
え
た
雙
橋
の
樹
の
下
に
庵
を
結
び
、
自
ら
「
雙
林
梅
下

嘗
来
解
脱
善
慧
大
士
」
と
琥
し
た
こ
と
か
ら
雙
林
大
士
の
名
で
も
親
し
ま
れ
た
。

⇔ 

彼
の
偲
は
以
下
に
引
く
陳
の
徐
陵
撰
「
停
大
士
碑
」
の
ほ
か
『
辮
正
論
』
巻
三
、

『
績
高
僧
傭
』
巻
二
五
．
感
通
篇
の
慧
雲
停
に
付
せ
ら
れ
、
ま
た
『
景
徳
偉
燈

録
』
『
繹
門
正
統
』
『
佛
祖
統
紀
』
『
隆
興
佛
敦
編
年
通
論
』
な
ど
宋
代
の
史

籍
に
も
み
え
る
。
東
陽
郡
烏
傷
縣
（
浙
江
省
義
烏
縣
）
に
生
ま
れ
た
の
に
ち
な

み
東
陽
大
士
・
烏
傷
居
士
と
も
呼
ば
れ
た
。
漁
を
生
業
と
し
て
い
た
が
嵩
頭
陀

(
4
)
 

の
数
化
に
よ
り
義
烏
縣
の
南
に
あ
る
松
山
ー
別
名
を
雲
黄
（
横
）
山
と
い
う
ー

に
妻
子
を
伴
っ
て
佛
道
修
行
に
い
そ
し
ん
だ
。
の
ち
梁
武
―
帝
に
上
・
中
・
下
の

三
善
を
受
持
せ
ん
こ
と
を
薦
め
、
こ
れ
に
感
じ
た
武
―
帝
は
彼
を
都
建
康
に
招
き
、

鍾
山
の
下
定
林
寺
に
住
ま
わ
せ
、
特
別
の
蹄
依
を
示
し
て
い
る
。
梁
運
ま
さ
に

衰
え
侯
景
の
乱
に
見
舞
わ
れ
る
や
、
一
臀
を
燃
し
て
戦
禍
を
攘
う
よ
う
祈
っ
た

と
い
う
。
陳
の
太
建
元
年
（
五
六
九
）
四
月
、
烏
傷
の
地
に
七
三
歳
で
没
し
た

が
、
や
が
て
奇
瑞
を
現
わ
し
民
衆
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

遺
誡
す
ら
く
、
「
雙
林
山
頂
に
子
い
て
法
の
如
く
身
を
燒
き
、
一
分
の
舎

利
も
て
塔
を
塚
に
起
て
、
一
分
の
舎
利
も
て
塔
を
山
に
起
て
よ
。
又
、
蒲

ふ
た

勒
像
二
謳
を
造
り
此
の
雙
つ
の
塔
に
置
き
、
我
が
眠
床
を
移
す
莫
れ
。
営

か

に
法
猛
上
人
が
禰
勒
像
を
織
り
成
し
て
永
く
抹
上
に
安
ん
ぜ
し
に
取
り
、

あ

ら

わ

い

た

此
の
尊
儀
に
寄
せ
て
以
て
形
相
を
標
す
べ
し
」
と
。
是
に
子
い
て
門
徒
巨

た
が

＜
痛
し
み
、
遂
に
逍
言
に
爽
え
震
旦
の
常
儀
を
用
い
、
閻
維
の
薔
法
に
乖

天

笠

七

徐
陵
「
東
陽
雙
林
寺
博
大
士
碑
一

く
ざ
『
藝
文
類
緊
』
巻
七
六
・
『
全
陳
』

博
翁
は
大
同
五
年
（
五
三
九
）
、
宅
を
捨
て
て
寺
を
建
立
、
雙
構
樹
に
ち
な
ん
で

雙
林
寺
と
名
づ
け
た
が
、
そ
の
松
山
す
な
わ
ち
雙
林
山
、
別
名
雲
黄
山
上
に
太

建
四
年
（
五
七
二
）
九
月
、
弟
子
逹
の
奏
請
に
よ
り
救
命
で
建
て
ら
れ
た
の
が

ニ
八



「
停
大
士
塔
」
で
あ
り
、
碑
文
は
左
僕
射
の
徐
陵
が
撰
し
た
。
高
足
の
慧
集
と

慧
和
の
碑
も
あ
わ
せ
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

時
を
へ
て
呉
越
王
錢
弘
佐
は
僧
慧
（
恵
）
纏
を
雙
林
寺
に
浪
遣
し
、
善
慧
大

士
の
塔
を
開
い
て
十
六
片
の
霊
骨
と
紫
金
色
の
舎
利
・
浄
瓶
・
香
鑢
．
拍
門
椎

な
ど
を
杭
州
へ
運
び
出
さ
せ
、
光
世
殿
に
奉
安
し
て
供
養
を
行
っ
た
。
龍
華
寺

(
5
)
 

が
造
螢
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
縁
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
蒲
勒
佛
の
下
生

と
賛
嘆
さ
れ
た
彼
に
ち
な
む
寺
額
、
そ
し
て
禰
勒
佛
が
本
奪
と
し
て
安
置
さ
れ

た
も
の
に
相
違
な
い
。
な
お
霊
骨
で
大
士
の
像
を
塑
り
、
こ
こ
に
改
め
て
塔
を

建
て
た
因
縁
は
、
呉
越
の
胡
進
思
が
撰
文
の
「
造
博
大
士
像
塔
記
」
に
語
っ
て

(

6

)

 

い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
見
る
を
得
な
い
。
餘
談
に
な
る
が
龍
華
賓

乗
寺
は
南
宋
初
め
に
毀
た
れ
郊
天
豪
と
な
り
、
さ
ら
に
元
代
に
は
救
命
で
郊
天

(
1
)
 

豪
を
麿
し
て
寺
が
復
興
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
平
安
時
代
、
延
暦
寺
首
拐
厳
院
の
僧
都
源
信
が
寛
和
元
年
（
九
八

五
）
に
撰
遠
の
『
往
生
要
集
』
を
、
宋
＿
商
朱
仁
聰
と
宋
僧
齊
隠
に
託
し
た
こ
と

は
有
名
な
話
で
あ
り
、
そ
の
反
響
や
爾
後
の
推
移
を
め
ぐ
っ
て
學
界
に
さ
ま
ざ

(

8

)

 

ま
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

『
往
生
要
集
』
の
受
領
者
、
婆
州
雲
黄
山
七
佛
道
場
住
持
の
行
辿
か
ら
返
書

が
と
ど
き
、
七
言
律
詩
一
首
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
返
書
は
現
存
し
な
い

(

9

)

 

が
成
尋
は
謄
本
を
携
え
て
入
宋
し
て
お
り
平
安
末
ま
で
残
っ
て
い
た
こ
と
が

分
る
。
源
信
は
や
が
て
『
因
明
論
疏
四
種
相
違
略
註
繹
』
・
三
巻
を
著
わ
し
、
正

暦
三
年
（
九
九
二
）
三
月
、
ま
た
も
行
辿
の
返
書
を
預
っ
て
来
航
し
た
窓
商
楊

仁
紹
に
二
部
を
託
し
て
行
辿
の
も
と
に
贈
り
、
さ
ら
に
一
部
を
行
辿
の
手
を
ヘ

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
」
＝

T
-

二
九

て
長
安
の
大
慈
恩
寺
弘
道
大
師
窺
基
の
門
流
に
届
け
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
梨
の
礫
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
長
保
二
年

(
1
0
0
0
)
『
因
明
義
断
纂

要
注
繹
』
一
巻
を
、
今
度
は
『
往
生
要
集
』
を
託
し
た
西
湖
水
心
寺
の
齊
隠
に

大
慈
恩
寺
へ
の
轄
送
を
依
頼
す
る
わ
け
で
あ
る
。

な
ぜ
行
辿
か
、
こ
の
疑
問
に
答
え
る
適
確
な
術
は
な
い
が
、
龍
華
賓
乗
寺
を

介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
朧
げ
な
が
ら
一
本
の
線
を
想
い
描
く
こ
と
が
で
き

る
。
行
辿
の
住
持
す
る
雲
黄
山
七
佛
道
場
と
は
、
停
禽
大
士
の
雙
林
寺
に
ほ
か

な
ら
ず
、
徐
陵
の
碑
文
に
「
又
自
ら
叙
べ
て
云
う
、
七
佛
如
来
、
十
方
並
び
に

現
わ
る
。
繹
奪
摩
頂
し
深
法
を
受
け
ん
こ
と
を
願
う
」
と
あ
る
過
去
七
佛
の
出

現
が
喧
催
さ
れ
、
黄
雲
た
な
び
い
た
瑞
象
に
よ
っ
て
雲
黄
山
の
名
が
生
じ
た
よ

う
に
、
七
佛
道
場
と
呼
ば
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
博
拿
ゆ
か
り
の
七
佛
道

場
（
雙
林
寺
）
と
龍
華
賓
乗
寺
の
闘
係
が
稀
薄
で
あ
っ
た
ほ
ず
も
な
く
、
寺
僧

の
往
来
を
嘗
然
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
民
衆
の
信
仰
を
集
め
た

博
拿
1
1
蒲
勒
の
員
身
塔
は
楊
仁
紹
の
よ
う
な
海
＿
商
逹
、
齊
隠
の
よ
う
な
遊
行
僧

の
参
詣
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
辿
と
の
避
逗
を
演
出
し
て
も
よ
い
。
な
ぜ
な

ら
行
辿
の
返
書
を
預
っ
た
楊
仁
紹
は
婆
州
出
身
の
商
人
だ
か
ら
で
あ
る
。

廿
五
日
知
、
早
日
、
金
剛
（
龍
華
）
賓
乗
寺
の
金
剛
般
若
會
々
主
の

mょ

ば
か

り
迎
え
の
船
を
送
ら
る
。
郁
ち
に
出
で
て
船
に
乗
る
。
一
時
許
り
に
て
寺

に
著
く
。
先
ず
大
佛
殿
に
拝
し
て
燒
香
す
。
中
奪
は
丈
六
の
金
色
の
禰
勒

佛
。
左
右
に
丈
六
の
繹
迦
．
禰
陀
佛
。
蒲
勒
の
脇
仕
に
比
丘
の
形
の
二
菩

薩
有
り
。
無
著
と
世
親
か
。
堂
の
荘
厳
は
甚
だ
妙
な
り
。
黄
金
の
佛
具
、

燈
豪
等
、
そ
の
敷
有
り
。
柱
毎
に
赤
色
の
縫
物
の
練
絹
を
巻
き
、
色
々
の



練
絹
を
以
て
幡
に
結
ぶ
。
花
霊
の
代
り
な
り
。

寅
乗
寺
で
金
剛
継
會
が
螢
ま
れ
た
の
も
博
翁
と
腸
係
な
し
と
し
な
い
。
梁
の
武

＿
帝
が
壽
光
殿
に
博
食
を
召
し
、
『
金
剛
経
』
を
講
ず
る
よ
う
諸
う
た
と
こ
ろ
、

彼
は
机
案
を
一
拍
し
て
起
ち
上
が
っ
た
。
そ
の
意
味
を
喩
ら
ぬ
武
帝
が
再
度
請

う
や
博
拿
は
拍
板
を
求
め
て
諧
座
に
上
り
、
四
十
九
頌
を
唱
え
終
っ
て
立
ち
去

(10) 

っ
た
話
が
催
え
ら
れ
て
い
る
。
『
臨
安
志
』
な
ど
に
司
馬
光
の
祠
廟
、
博
大
士

の
塔
と
像
、
お
よ
び
拍
門
槌
の
ほ
か
大
士
の
拍
板
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、

畠
が
「
偲
大
士
賛
」
（
韓
亨
き
）
に
「
善
慧
板
な
報
が
、
南
泉
舞
い
を
作

、、

す
。
我
に
門
槌
を
借
せ
、
君
が
為
に
打
鼓
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
賓

乗
寺
の
博
翁
大
士
像
に
寄
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

成
尋
ほ
司
馬
光
の
祠
廟
は
も
ち
ろ
ん
偲
翁
の
事
蹟
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
し
か
し
南
宋
初
め
に
は
毀
さ
れ
た
こ
の
龍
山
の
賓
乗
寺
大
佛
殿
ほ
か
五
百

羅
漢
院
、
観
昔
院
、
須
菩
提
院
等
を
紹
介
し
て
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
大
佛
殿
の

禰
勒
佛
を
中
尊
と
し
、
成
尋
が
「
無
著
と
世
親
か
」
と
い
う
二
脇
仕
が
置
か
れ
、

左
右
に
繹
迦
と
阿
蒲
陀
二
佛
を
配
し
た
珍
し
い
様
式
を
博
え
た
の
も
意
義
深

い
。
中
急
と
脇
仕
二
菩
薩
・
ニ
比
丘
像
の
様
式
は
六
朝
・
隋
唐
の
も
の
に
よ
く

認
め
ら
れ
る
。
わ
が
國
で
は
普
通
「
阿
蒲
陀
四
親
近
菩
薩
」
な
い
し
「
金
剛
界

阿
禰
陀
五
尊
」
と
稲
し
て
い
る
も
の
で
、
阿
蒲
陀
佛
に
観
昔
・
勢
至
・
地
蔵
・

(12) 

龍
樹
の
五
尊
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
成
尋
が
杭
州
を
装
ち
天
台
山
に

向
う
途
中
、
越
州
の
救
護
聖
調
院
に
参
詣
し
た
と
き
、
金
堂
の
丈
六
阿
禰
陀
本

喜
脇
仕
四
菩
薩
が
あ
る
と
記
す
も
の
で
あ
ろ
う
（
誓
畔
）
。
お
そ
ら
く
龍

華
賓
乗
寺
の
佛
像
様
式
が
成
尋
の
開
心
を
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

衆
人
は
燒
香
を
事
と
為
す
。
佛
前
に
絹
を
敷
き
、
一
僧
が
香
燻
を
執
り
て

啓
白
す
。
次
に
諸
僧
が
並
び
立
ち
、
鋏
を
打
つ
こ
と
十
口
許
り
な
り
。
次

に
食
座
に
著
く
。
諸
僧
は
先
ず
坐
具
を
以
て
寄
（
椅
）
子
に
敷
き
て
坐
る
。

帖
し
乍
ら
之
を
置
く
。
先
ず
菓
子
を
食
す
。
姦
子
・
梅
子
・
松
子
・
龍
眼

ー
味
は
干
棗
の
如
く
し
て
姦
子
に
似
た
り
。
孵
如
に
上
皮
を
却
き
て
之
を

喫
る
1
゜
胡
桃
子
ー
寅
は
極
る
大
き
く
、
皮
は
薄
く
し
て
喫
破
し
易
し
ー
。

又
、
作
菓
五
・
六
種
あ
り
、
名
を
知
ら
ず
。
甘
庶
、
生
蓮
根
、
紫
苔
を
菓

子
と
為
す
。
櫻
子
有
り
。
先
（
次
）
に
乳
粥
、
次
に
汁
三
度
、
最
後
に
飯
、

極
る
少
＜
之
れ
を
盛
る
。
申
の
時
、
船
に
乗
り
て
宿
に
還
る
。

以
上
が
費
乗
寺
と
金
剛
般
若
齋
會
に
か
ん
す
る
記
事
の
す
べ
て
で
あ
る
。
供
養

次
第
よ
り
食
座
の
作
法
、
珍
膳
の
メ
ニ
ュ
ー
や
内
容
、
食
べ
か
た
に
至
る
ま
で

微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
味
う
も
の
、
細
大
漏

ら
さ
ず
本
國
に
博
え
た
い
一
念
か
ら
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

な
お
成
尋
は
國
も
違
い
宗
派
も
異
る
こ
と
で
も
あ
り
、
興
味
を
抱
か
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
寺
に
は
創
建
嘗
初
、
高
麗
の
霊
照
が
錢
弘
佐
に
招
か
れ

て
住
持
と
な
っ
た
事
賞
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
唐
末
•
五
代
の
職
僧
と

し
て
有
名
な
雪
峰
義
存
の
門
に
學
び
、
照
布
納
と
琥
し
た
逸
材
で
あ
る
。
彼
は

の
ち
越
州
の
鑑
清
院
よ
り
龍
興
寺
、
さ
ら
に
湖
州
の
報
慈
院
へ
移
り
「
呉
會
の

閲
、
僧
の
二
衣
を
捨
て
て
五
納
（
糞
尿
衣
）
を
被
る
者
、
計
う
る
に
勝
う
可
か

(13) 

ら
ず
」
と
稲
さ
れ
る
ほ
ど
祠
の
普
及
に
つ
と
め
た
。
し
た
が
っ
て
龍
華
賓
乗
寺

に
は
朦
風
豊
な
も
の
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
同
じ
頃
、
義
存
の
も
と

に
参
祠
し
て
法
燈
を
嗣
い
だ
長
慶
禰
師
惹
稜
の
高
足
彦
求
が
、
や
は
り
錢
氏
に

10 



〔
煕
寧
五
年

(
1
0七
二
）
四
月
〕
廿
九
日
虹
、

か

ご

か

合

の
使
い
井
ぴ
に
輻
子
持
二
人
が
到
来
す
。
郎
ち
に
興
敦
寺
へ
向
う
。
四
里

許
り
な
り
。
八
人
井
び
に
施
十
郎
と
共
に
大
門
の
前
に
到
り
、
寄
（
椅
．

椅
）
子
に
坐
す
。
寺
の
数
主
と
諸
僧
が
末
向
、
諸
共
に
堂
に
護
す
。
堂
の

荘
厳
は
甚
だ
妙
な
り
。
大
佛
殿
の
繹
迦
三
尊
〔
に
證
す
〕
。
次
に
十
六
羅
漠

院
に
證
す
。
皆
、
等
身
の
造
像
な
り
。
次
に
天
台
九
祖
の
等
身
の
造
像
に

證
す
。
次
に
五
百
羅
漢
院
に
證
す
。
長
さ
三
尺
の
造
像
な
り
。
次
に
文
殊

堂
〔
に
護
す
〕
。
次
に
深
沙
大
王
堂
〔
に
護
す
〕
。
次
に
阿
蒲
陀
堂
〔
に
護

す
〕
。
三
年
行
道
し
念
佛
し
〔
阿
〕
禰
陀
鰹
を
誦
す
る
僧
有
り
。
大
佛
殿

す
み

(15~

の
後
の
二
角
に
等
身
の
大
辮
功
徳
天
像
有
り
次
に
鬼
子
母
堂
に
薩
す
。

し
ゅ
（
は
（
し
よ

次
に
安
下
慮
に
還
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
杭
州
に
上
陸
し
府
衡
に
参
上
し
た
と
き
、
宿
所
を
ど
こ
に
す

べ
き
か
指
示
を
仰
い
だ
も
の
ら
し
く
、
二
十
七
日
條
に
は
府
の
使
者
が
来
て

(16) 

「
安
下
の
寺
を
申
し
乞
う
に
随
り
、
府
の
宜
〔
示
〕
を
下
す
可
し
」
と
て
、(17) 

「
南
屏
山
興
敦
寺
、
宜
し
か
る
可
き
由
を
示
さ
れ
」
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
し
て
昨
二
十
八
日
に
使
者
が
再
び
や
っ
て
来
て
、
興
敬
寺
か
ら
の
請
文
を
み

(
1
8
)
 

せ
、
か
つ
口
頭
で
虞
候
の
偉
言
だ
と
こ
と
わ
り
、
銭
二
貫
文
を
興
敦
寺
に
送
っ

て
成
尋
ら
一
行
に
齋
會
を
設
け
る
の
で
、
明
朝
に
は
興
敦
寺
へ
赴
き
齋
の
供
應

を
受
け
ら
れ
た
い
旨
を
告
げ
た
く
だ
り
が
あ
る
。

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
」
三
ー
一

仁

辰
の
時
、

〔
都
督
〕
府

(
U
)
 

招
か
れ
て
入
住
し
、
徒
を
豪
め
て
開
演
し
た
と
い
う
の
も
肯
け
る
の
で
あ
る
。

嵩
の
記
迦
を
證
す
る
文
人
墨
客
の
訪
れ
が
多
か
っ
た
。

南
屏
山
興
敦
寺
に
つ
い
て
は
『
臨
安
志
』
巻
七
八
に

南
屏
山
に
在
り
、
開
賓
五
年
、
呉
越
王
建
つ
、
奮
名
は
善
慶
。
太
平
興
國

も
と

中
、
今
の
額
に
改
む
。
奮
は
齊
雲
亭
、
清
職
棲
、
米
元
章
の
琴
豪
有
る
も
、

今
ほ
皆
麿
す
。

と
あ
る
。
次
に
獨
れ
る
浄
慈
寺
と
と
も
に
南
屏
山
を
代
表
す
る
寺
で
あ
り
、
呉

越
忠
詭
王
錢
椒
に
よ
り
開
賓
五
年
（
九
七
二
）
に
建
て
ら
れ
た
善
慶
寺
が
前
身

で
あ
る
。
な
お
南
屏
山
は
小
南
屏
山
と
な
ら
ぴ
怪
石
釜
秀
と
い
わ
れ
、
屏
障
に

も
似
た
石
壁
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
く
名
づ
け
ら
れ
た
。

成
尋
ら
の
杭
州
到
着
か
ら
四
十
七
日
目
の
六
月
四
日
、
稀
代
の
學
僧
で
あ
り
、

宋
代
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
理
學
、
す
な
わ
ち
道
學
に
も
一
石
を
投
じ
た
明

数
大
師
契
嵩
が
霊
隠
寺
で
没
し
て
い
る
。
彼
は
南
屏
山
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
い

く
つ
か
の
杭
州
遊
記
中
「
滸
南
屏
山
記
」
の
一
文
を
残
し
た
が
、
藤
州
鐸
津

（
廣
西
杜
族
自
治
謳
藤
縣
）
に
生
れ
衡
山
、
鷹
山
、
洞
山
と
い
っ
た
名
山
を
歴

遊
し
な
が
ら
南
屏
山
に
心
引
か
れ
た
次
第
を
繰
々
語
っ
て
い
る
。

0
そ

是
の
山
は
〔
西
〕
湖
に
瀕
む
と
雖
も
千
巖
萬
墾
、
其
の
右
に
出
ず
る
者
莫

し
。
名
は
京
邑
に
聞
え
、
賢
士
大
夫
は
皆
、
是
の
漉
び
を
為
さ
ん
と
築
う

に
至
れ
り

(
f
H
畜』）

「
一
遊
以
て
吾
心
を
萎
し
む
る
無
く
、
其
の
陰
藪
に
栖
み
て
常
に
其
の
閲
に
遊

ぶ
に
若
か
ず
」
と
も
い
い
、
杭
州
に
あ
っ
て
は
折
ふ
し
策
杖
し
獨
り
周
遊
を
架

し
ん
だ
契
嵩
が
、
興
敦
寺
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

(19) 

に
は
司
馬
光
の
書
や
、
若
干
遅
れ
て
米
苛
の
書
が
石
に
刻
ま
れ
た
よ
う
に
、
契



南
宋
末
、
呉
自
牧
の
『
夢
梁
録
』
や
元
初
の
周
密
撰
『
武
林
奮
事
』
に
は
興

敬
寺
の
名
を
と
ど
め
る
が
、
そ
の
後
は
『
武
林
梵
志
』
な
ど
佛
敬
闘
係
の
史
乗

か
ら
で
さ
え
姿
を
消
し
、
杏
と
し
て
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
。
『
湖
山
便
覧
』

巻
七
に
よ
れ
ば
元
末
に
巖
墟
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
成
尋
の
記
録
は

賀
に
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
も
し
成
尋
一
行
の
よ
う
に
外
國
僧
の
宿
坊
と
し
て

も
恒
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
尚
更
で
あ
る
。
敬
主
と
い
い
天
台

九
祖
像
を
安
置
し
た
こ
と
と
い
い
、
興
数
寺
が
天
台
系
の
敬
寺
で
あ
っ
た
可
能

性
を
示
唆
す
る
が
、
あ
る
い
は
成
尋
ら
の
宗
振
に
配
慮
し
た
知
州
沈
立
の
好
意

に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

わ
が
國
で
は
天
台
九
祖
を
も
っ
ば
ら
正
定
奪
者
物
外
（
八
一
三
ー
八
五
）
を

指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
物
外
は
輻
州
侯
官
縣
の
出
身
で
、
天
台
山
調
林
寺

の
廣
脩
に
學
び
中
和
五
年
（
八
八
五
）
三
月
、
國
清
寺
に
入
寂
、
智
顕
の
塔
院

(20) 

横
に
葬
ら
れ
た
。
元
銹
、
慧
凝
、
敬
休
が
法
燈
を
嗣
い
で
お
り
、
よ
っ
て
成
尋

が
證
拝
し
た
等
身
像
を
物
外
と
み
な
す
の
も
無
理
は
な
い
。
だ
が
こ
の
相
承
は

天
台
智
顛
を
初
祖
と
す
る
立
湯
に
ほ
か
な
ら
ず
、
中
國
で
は
『
佛
祖
統
紀
』
や

『
天
台
九
祖
傭
』
な
ど
宋
代
の
典
籍
に
認
め
ら
れ
る
と
お
り
、
東
土
九
祖
と
稲

し
て
龍
樹
ー
慧
文
ー
慧
思
に
つ
づ
き
智
顛
を
第
四
祖
に
置
く
の
が
常
識
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
天
台
九
祖
と
は
嘗
然
、
天
台
中
興
の
祖
、
荊
漢
湛
然

（
七
―
―

i
八
二
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
成
尋

は
巻
ニ
・
熙
寧
五
年

(
1
0七
二
）
六
月
十
日
條
に

午
の
時
、
恵
光
大
師
看
継
の
院
に
参
ず
。
天
台
第
十
＿
―
-
代
の
祖
、
恵
光
大

師
宗
長
の
開
講
道
場
な
り

と
記
し
て
い
る
。
恵
光
大
師
宗
畏
は
第
十
五
祖
、
螺
漢
義
寂
の
弟
子
で
第
十
六

祖
・
賓
雲
義
通
の
法
兄
に
あ
た
る
。
確
か
に
智
顕
よ
り
敷
え
て
十
三
代
で
あ
る

が
成
尋
入
山
の
嘗
時
、
天
台
山
で
は
こ
の
よ
う
な
敷
え
か
た
が
行
わ
れ
て
い
た

の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
天
台
の
相
承
説
に
よ
っ
た
の
か
今
ひ
と
つ
明
白
で
な
い
。

ヒ
ン
ト
の
一
っ
と
し
て
、
前
段
に
つ
づ
く
後
段
に
興
敬
寺
の
諧
鰹
次
第
を
紹
介

し
敬
主
が
衷
白
の
の
ち
『
法
華
玄
義
繹
鎮
』
第
六
巻
を
讀
誦
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
智
顕
の
『
法
華
玄
義
』
十
巻
に
養
す
る
湛
然
の
注
繹
書
に
ほ
か

な
ら
ず
、
天
台
山
に
お
け
る
諧
義
を
ベ
ー
ス
に
補
足
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
興
敦
寺
は
湛
然
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。

成
尋
は
案
内
に
九
涸
像
と
説
明
を
受
け
た
ま
ま
記
録
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

物
外
の
師
廣
修
（
七
七
一
し
八
四
三
）
は
道
蓬
の
門
に
學
び
躙
林
寺
に
住
し

た
が
、
開
成
五
年
（
八
四

0
)、
藤
原
常
嗣
ら
最
後
の
遣
唐
使
と
た
っ
た
承
和

（
八
三
四
！
八
四
八
）
の
使
節
に
随
っ
て
入
唐
し
た
園
載
か
ら
、
「
寺
家
未
決
」

三
十
條
を
託
さ
れ
た
こ
と
で
も
馴
染
が
深
い
。
天
台
座
主
の
圃
澄
が
と
り
ま
と

め
た
比
叡
山
の
衆
疑
、
す
な
わ
ち
宗
學
に
か
ん
す
る
未
解
決
の
疑
問
を
、
箇
條

書
き
に
し
て
決
答
を
求
め
る
も
の
で
、

「
日
本
國
三
十
問
謹
案
科
直
答
」
あ
る

(21) 

い
は
「
繹
疑
問
答
三
十
箇
條
」
と
も
い
う
。
こ
れ
を
受
理
し
た
廣
修
の
決
答

「
圃
唐
決
」
と
維
鐸
の
「
澄
唐
決
」
が
今
に
偉
わ
っ
て
い
る
。
な
お
維
獨
は
廣

修
の
弟
子
で
光
詔
．
敬
文
・
良
諧
そ
し
て
物
外
と
法
兄
弟
の
閲
柄
で
あ
っ
た
。

物
外
は
ま
た
良
謂
と
も
ど
も
園
珍
と
縁
の
深
い
人
物
で
あ
る
。
良
謂
が
越
州

開
元
寺
の
購
天
台
座
主
に
あ
り
、
圃
載
は
も
ち
ろ
ん
圃
珍
に
い
た
っ
て
は
そ
の

(22) 

講
席
に
つ
ら
な
っ
た
問
法
の
弟
子
、
物
外
は
ま
た
天
台
の
調
林
寺
座
主
と
し
て



圃
珍
に
便
宜
を
興
え
て
い
る
。
圃
珍
が
右
大
臣
藤
原
良
房
か
ら
路
糧
に
と
賭
ら

れ
た
砂
金
の
中
、
十
三
雨
を
物
外
に
あ
ず
け
天
台
大
師
の
墳
癒
と
國
清
寺
大
佛

(23) 

殿
の
修
理
に
あ
て
た
事
質
も
あ
る
。

成
尋
は
侠
書
と
な
っ
た
圃
珍
の
『
在
唐
日
記
（
録
）
』
五
巻
を
持
参
し
て
い

る
。
そ
れ
は
遣
文
『
行
歴
抄
』
や
諸
書
引
用
の
侠
文
を
み
て
も
、
成
尋
が
し
ば

し
ば
参
考
に
し
た
形
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
圃
珍
が
物
外
に
出
合
う
直

前
の
國
消
寺
よ
り
諏
林
寺
に
向
う
く
だ
り
に
あ
る
。
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又
拝
智
者
大
師
留
身
之
墳
、
金
地
銀
地
南
北
交
頭
、
殖
松
生
竹
、
東
西
婆

委
‘
配
距
記
（
噌
蒻
壽
栂
き
）

の
一
文
な
ど
は
、
成
尋
の
五
月
十
八
日
條
の
営
該
箇
所
と
ニ
―
ー
ロ
半
句
の
違
い
も

な
い
。
南
屏
山
興
敦
寺
の
天
台
九
祖
像
が
物
外
の
も
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
圃
珍
と
の
縁
由
を
熟
知
す
る
成
尋
が
、
な
ん
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
を
残
さ
な

い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
嘗
時
の
杭
州
に
お
け
る
天
台
敦
學
よ
り
し

て
中
興
の
祖
師
、
荊
撲
湛
然
を
さ
し
お
き
、
物
外
を
獨
り
選
び
造
像
し
安
置
す

る
理
由
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
興
敦
寺
建
立
を
登
願
し
た
呉
越
王
錢
弘
椒

が
湛
然
を
慕
い
、
圃
通
尊
者
の
諮
琥
を
贈
っ
た
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
れ
が
創
建

営
初
よ
り
安
置
さ
れ
た
東
土
九
甑
湛
然
像
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
諧
堂
。
諧
鰹
あ
り
。
百
餘
人
が
著
座
し
敦
主
一
人
が
佛
に
證
し
て
高

座
に
登
る
。
只
一
座
の
み
に
て
讀
師
無
し
。
座
の
高
さ
は
六
尺
許
り
。
橋

(24) 

が
有
り
、
佛
の
説
法
の
儀
式
の
如
し
。
唄
の
二
人
は
維
那
が
打
椎
す
れ
ば

唄
を
出
す
。
敬
主
ほ
表
白
し
、
『
〔
法
華
〕
玄
義
繹
餓
』
の
第
六
巻
を
讀

み
了
ん
ぬ
。

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
蛋
山
記
劉
記
」
三
ー
一

次
に
食
座
。
諸
僧
ほ
食
堂
に
向
い
了
ん
ぬ
。
日
本
僧
等
は
敦
主
の
房
に
於

い
て
別
に
食
す
。
善
を
盛
し
美
を
壺
せ
り
。
〔
成
尋
に
は
〕
錢
五
百
文
、

頼
縁
供
奉
と
快
宗
供
奉
に
各
お
の
二
百
文
、
通
事
の
施
十
郎
に
百
文
、
他

(25~ 

の
人
に
は
錢
無
し
齋
を
了
り
、
宿
所
に
還
り
て
休
息
す
。

ま
ね
＊

大
敦
主
の
老
僧
、
茶
を
貼
ぜ
ん
が
為
の
請
あ
り
。
行
き
向
い
て
茶
を
喫
す
。

此
の
寺
は
造
り
立
て
て
後
、
一
百
四
十
年
を
鎧
た
り
。
黄
金
の
火
舎
ー
ロ

径
一
尺
と
白
銀
〔
の
火
舎
、
口
径
〕
一
尺
と
が
其
の
敷
有
り
。
入
り
て
数

主
の
宿
慮
を
見
る
。
銀
の
大
枕
を
置
く
。
銀
の
棒
を
懸
け
衣
装
を
懸
く
。

(26) 

出
で
て
諸
堂
を
見
る
に
方
池
有
り
、
黄
金
・
白
銀
の
魚
有
り
て
出
で
遊
ぶ

以
上
が
興
敦
寺
に
か
ん
す
る
全
て
で
あ
る
。
わ
が
國
と
趣
き
を
異
に
す
る
講

経
次
第
を
は
じ
め
鯉
魚
と
思
わ
れ
る
池
魚
の
様
子
ま
で
、
そ
の
記
述
は
詳
細
で

あ
り
、
興
数
寺
の
規
模
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
偲
え
て
貴
重
で
あ
る
。

宋
の
『
績
墨
客
揮
犀
』
巻
四
・
詩
記
一
時
事
貢
に
蘇
試
の
錢
塘
詩
を
引
き

西
湖
の
南
屏
山
興
敬
寺
の
池
に
卿
魚
十
餘
尾
有
り
、
皆
金
色
な
り
。
道
人

ぁ
そ

ら
齋
の
餘
、
争
い
て
檻
に
椅
り
餅
餌
を
投
じ
て
戯
ぴ
と
為
す
。
東
披
西
湖

し
た
し

に
習
む
こ
と
久
し
き
が
故
に
詩
詞
に
寓
す
の
み
。

復
滸
西
湖
、

用
欧
陽
察
判
韻
」

と
い
う
。
錢
塘
詩
と
は
「
去
杭
州
十
五
年
、

（藷疇
f)
で
あ
り

我
れ
南
屏
の
金
飾
魚
を
識
る

重
来
し
檻
に
柑
し
て
齋
の
餘
を
散
ず

(27) 

の
句
を
踏
ま
え
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
飾
魚
は
普
通
、
鮒
の
こ
と
で
あ
る
が

金
蜘
魚
は
金
ブ
ナ
、
金
魚
す
な
わ
ち
鯉
魚
な
ど
を
指
す
。
蘇
東
披
の
親
し
ん
だ



に）

金
蜘
魚
こ
そ
成
尋
ら
が
目
に
し
た
興
敦
寺
方
池
の
黄
金
・
白
銀
の
鯉
魚
で
あ
っ

こ。t
 と

こ
ろ
で
講
紐
の
敬
主
と
は
別
人
の
大
教
主
老
僧
に
つ
い
て
、
成
尋
が
名
を

偉
え
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
が
、
先
學
の
指
摘
ど
お
り
天
台
の
學
匠
と
し

て
著
名
な
梵
泰
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
次
段
で
は
そ
の
貼
を
中
心
に
考
察
し

よ
う
。賓

相
法
師
梵
泰
に
つ
い
て
『
繹
門
正
統
』
巻
六
、
『
佛
祖
統
紀
』
巻
―
二
の

本
偉
い
ず
れ
も
、
も
と
の
名
を
有
頚
と
い
い
、
員
宗
が
梵
頚
に
改
め
さ
せ
た
と

記
す
が
年
代
的
に
無
理
が
あ
り
、
仁
宗
と
す
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
彼

は
錢
塘
の
出
身
で
あ
り
、
具
足
戒
の
の
ち
四
明
の
法
智
大
師
知
蓋
（
九
六

0
i

1
0二
八
）
に
師
事
。
知
蓋
の
晩
年
の
弟
子
で
あ
り
、
尚
賢
、
本
如
と
あ
わ
せ

四
明
三
家
と
稲
さ
れ
る
。
知
證
が
没
し
た
の
ち
郷
里
に
師
り
『
摩
詞
止
観
』
の

諧
義
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
、
自
習
に
こ
れ
つ
と
め
た
。

(
-
0五
一
）
上
天
竺
寺
に
住
し
た
が
翌
年
、
仁
宗
の
命
に
よ
り
潤
州
の
金
山

龍
浣
寺
に
遷
っ
た
。
そ
し
て

皇
祐
三
年

熙
寧
五
年
、
杭
守
呉
侍
讀
、
師
の
名
を
聞
き
、
南
屏
〔
山
〕
興
敬
〔
寺
〕

を
以
て
之
れ
を
早
く
（
¢
夏
場
紀
』
）

と
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
成
尋
ら
が
杭
州
入
り
を
果
し
た
年
に
嘗
る
が
、
そ
れ
に
誤

り
な
い
と
す
れ
ば
杭
守
呉
侍
讀
が
問
題
と
な
る
。
南
宋
に
は
と
も
か
く
、
北
宋

期
に
お
い
て
知
杭
州
に
呉
姓
の
者
は
存
在
せ
ず
、
熙
寧
五
年

(
1
0七
二
）
前

後
の
知
州
は
同
一
＿
一
年

(
1
0七
0
)
十
二
月
、
知
宵
州
に
轄
じ
た
趙
井
に
か
わ

り
、
知
越
州
よ
り
入
っ
た
沈
立
、
さ
ら
に
五
年

(
1
0七
二
）
五
月
、
知
陳
州

の
陳
襄
が
就
任
し
七
年

(
1
0七
四
）
六
月
ま
で
勤
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

成
尋
ら
が
供
應
を
受
け
た
大
敬
主
老
僧
を
梵
頚
と
す
れ
ば
、
彼
を
興
数
寺
に
迎

え
た
の
は
沈
立
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
時
に
「
右
諫
議
大
夫
知
軍
州
事
」
で
あ

っ
た
。
蘇
東
披
の
「
知
沈
立
之
留
別
二
首
」
は
同
年
閏
七
月
末
、
杭
州
を
去
り

中
央
の
知
審
官
院
に
赴
む
く
沈
立
に
獣
じ
た
惜
別
の
詩
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
梵
華
が
成
尋
一
行
の
往
還
時
に
興
敦
寺
住
持
と
な
っ
て
い
た
こ
と

は
閲
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

前
に
み
た
「
去
杭
州
十
五
年
云
云
」
の
詩
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

蘇
東
披
も
興
敦
寺
を
訪
ず
れ
梵
頚
と
も
親
交
を
結
ん
だ
ら
し
く
「
南
屏
激
水

偶
」
（
韮
考
色
）
や
「
九
日
尋
泰
閻
黎
遂
乏
小
舟
至
勤
師
院
二
首
」

(
B
U茫

f-

(29) 

七
）
な
ど
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
梵
泰
に
つ
い
て
『
佛
祖
統
紀
』
の
本
偲
に
は

東
披
、
初
め
杭
に
来
た
り
し
と
き
師
と
最
も
厚
し
。
後
、
郡
と
為
り
し
も

師
は
已
に
逝
れ
り
。
其
の
行
朕
を
見
て
曰
く
、
此
の
文
は
巧
み
な
り
と
雖

い
わ

も
、
未
だ
此
の
老
の
大
な
る
こ
と
人
に
過
ぐ
る
慮
を
道
ず
。
吾
、
嘗
て
典

に
語
る
に
、
凡
そ
経
史
群
籍
に
遣
忘
有
れ
ば
、
郎
ち
竪
に
應
じ
て
之
を
誦

(30) 

う
、
と
。
崇
寧
中
(
―

101
―
ー
六
）
、
賓
相
法
師
と
謳
す

と
「
行
朕
記
」
の
存
在
を
仄
め
か
す
。
『
繹
門
正
統
』
は
こ
れ
を
「
行
業
碑
」
と

作
る
が
、
蘇
東
披
が
賞
見
し
批
評
を
行
っ
た
言
葉
か
ら
も
、
梵
頚
と
の
緊
密
な

闘
係
や
心
酔
の
ほ
ど
が
充
分
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
祭
龍
井
描
オ
文
」

（
薙
言
』
）
に
「
我
、
初
羹
に
適
き
し
と
き
尚
、
五
＾
ム
に
見
ゆ
。
講
に
辮
と

四



頚
と
有
り
。
職
に
漣
と
嵩
と
有
り
」
と
東
披
が
述
攘
す
る
よ
う
に
、
辮
オ
法
師

元
浄
と
双
壁
を
な
し
た
講
説
の
旗
手
頚
こ
そ
梵
頚
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

毎
に
浮
覺
と
敦
門
を
辮
論
す
。
有
司
に
陳
辟
し
て
高
豪
を
築
き
赤
幡
を
竪

お

と

お

と

き

て
、
西
竺
の
聖
師
の
外
道
と
挽
勝
し
、
義
の
堕
る
者
は
首
を
断
し
舌
を
裁

な
ら

り
、
之
を
幡
上
に
懸
け
た
る
に
放
わ
ん
こ
と
を
乞
う
。
郡
侯
は
師
の
法
戦

の
鋭
さ
を
親
、
辟
に
就
き
て
之
を
解
し
て
曰
く
、
行
文
製
作
、
頚
は
岳
に

ほ

こ

お

さ

及
ば
ず
、
強
記
傭
聞
、
岳
は
華
に
及
ば
ず
、
と
。
師
ほ
此
れ
よ
り
兵
を
弾

む
と
雖
も
、
聞
く
者
は
凛
凛
せ
ざ
る
ほ
莫
し

(g項
言
記
』
）

論
戦
を
交
え
た
淫
覺
と
は
仁
岳
、
自
ら
を
潜
夫
と
稲
し
た
人
物
で
、
梵
頚
と
は

同
じ
知
蓋
の
門
下
で
あ
る
。

時
に
天
台
敦
學
を
め
ぐ
り
世
に
名
高
い
山
家
・
山
外
派
の
到
立
が
つ
づ
き
、

正
統
派
を
も
っ
て
自
認
す
る
知
襲
・
遵
式
ら
の
山
家
派
と
、
梵
天
寺
の
慶
昭
や

孤
山
の
智
圃
な
ど
杭
州
の
山
外
派
と
が
、
し
の
ぎ
を
削
っ
て
論
難
あ
い
應
じ
て

い
た
。
仁
岳
は
初
め
知
證
を
助
け
て
『
十
門
折
難
』
『
止
疑
』
『
扶
膜
』
等
を
著

し
た
が
、

の
ち
に
「
観
心
観
佛
」
の
義
を
め
ぐ
る
封
立
か
ら
知
證
と
袂
を
分
ち
、

天
竺
寺
に
移
り
住
み
『
三
身
壽
董
解
』
『
十
諫
雲
謗
』
な
ど
を
も
っ
て
論
戦
を

い
ど
ん
だ
。
知
證
が
没

(.-0二
八
）
す
る
や
、
仁
岳
は
門
流
に
「
只
だ
難
に

因
り
て
四
明
の
師
（
知
證
）
を
殺
せ
り
」
と
自
ら
詑
び
た
と
い
う
。
だ
が
『
佛

祖
統
紀
』
の
編
者
志
磐
ほ
諸
師
雑
偲
に
仁
岳
侮
を
立
て
た
ゆ
え
ん
を
妓
し
て
、

浄
覺
は
宗
に
背
く
を
以
て
録
し
、
紳
智
（
従
義
）
ほ
祖
（
知
證
）
を
破
す

る
を
以
て
録
し
、
草
華
（
道
因
）
ほ
緒
を
失
す
る
を
以
て
録
す

と
こ
と
わ
り
、
し
か
も

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
「
参
天
台
五
登
山
記
劉
記
」
三
ー
一

五

法
智
（
知
證
）
の
子
孫
の
若
き
に
至
り
て
ほ
、
時
に
逆
路
の
説
を
為
す
者
、

未
だ
浄
覺
輝
智
の
甚
だ
し
き
を
為
す
に
志
ざ
る
な
り
」
（
鱈
芦
頂
紀
』
）

と
手
厳
し
い
。
い
か
に
長
く
雨
涙
の
争
い
が
怨
念
と
な
っ
て
い
た
か
を
物
語
っ

て
く
れ
る
。
梵
頚
が
命
を
賭
し
て
法
兄
で
あ
り
背
宗
者
で
あ
る
仁
岳
の
非
を
嗚

ら
し
、
論
戦
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
も
故
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

仁
岳
は
治
平
元
年

(
-
0六
四
）
三
月
に
入
寂
し
た
が
、
興
味
深
い
の
は
彼

の
法
嗣
に
慧
（
恵
）
勤
・
可
久
な
ど
蘇
東
披
と
交
わ
り
を
結
ん
だ
詩
僧
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
浄
輝
一
致
ど
こ
ろ
か
三
敦
融
合
す
ら
標
榜
す
る
蘇
東
披
か
ら
す

れ
ば
、
天
台
の
封
立
な
ど
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
山
家
・
山
外
雨
派
を
超
え
て

誼
み
を
結
ん
だ
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
梵
泰
の
過
激
な
申
入
れ
に

逹
巡
し
た
某
郡
守
と
同
様
、
門
流
の
抗
争
に
戸
惑
い
、
融
和
を
念
じ
て
い
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
先
の
「
九
日
尋
頚
闇
黎
遂
淀
小
舟
至
勤
師
院
二
首
」
な
ど
は
、

さ
し
ず
め
象
徴
的
な
作
品
で
は
あ
る
。

梵
頚
と
仁
岳
の
論
争
は
山
家
・
山
外
雨
派
で
も
奇
妙
に
捩
れ
た
極
地
戦
で
あ

り
、
あ
る
意
味
で
骨
肉
の
争
い
な
る
が
故
の
激
し
さ
を
増
幅
さ
せ
た
と
も
い
え

よ
う
。
梵
率
が
杭
州
を
去
り
、
ま
た
仁
岳
が
没
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
争
い
ほ

一
應
の
牧
束
を
み
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
金
山
龍
漉
寺
よ
り
故
郷
に
も
ど
っ

た
梵
頚
は
再
び
盛
ん
に
諧
席
を
設
け
、
興
敦
寺
を
杭
州
に
お
け
る
山
家
派
の
牙

城
に
仕
立
て
、
門
流
を
南
屏
一
家
と
琥
し
た
と
い
う
。

か
つ
て
蘇
東
披
を
慕
い
、
ま
た
四
明
知
證
に
傾
倒
し
た
暴
説
之
が
「
不
二
門

(31) 

指
蹄
絞
」
に
少
年
の
頃
、
興
敦
寺
へ
遊
び
に
行
っ
た
が
梵
頚
の
こ
と
を
知
る
由

も
な
く
、
四
十
年
の
の
ち
明
州
に
赴
任
し
て
そ
の
高
足
如
拘
に
遇
い
、
梵
華
の



四
な
り
ー
賂
い
て
宿
慮
に
入
れ
茶
を
喫
せ
し
む
。
坊
内
の
荘
厳
は
甚
だ
妙

申
の
時
、
〔
興
敬
〕
寺
を
出
ず
。
大
・
小
の
敦
主
、
大
門
の
前
に
送
ら
る
。

茶
薬
有
り
。
興
敦
寺
よ
り
北
の
か
た
二
里
を
隔
て
て
浮
慈
寺
有
り
。
大
佛

殿
の
石
の
丈
六
の
繹
迦
像
に
参
拝
す
る
。
次
に
五
百
羅
漢
院
に
證
す
。
最

も
以
て
甚
妙
な
り
。
次
に
石
塔
に
膿
す
。
九
重
に
し
て
高
さ
三
丈
許
り
、

重
毎
に
五
百
羅
漢
を
彫
造
し
、
並
び
に
二
塔
有
り
。
重
閣
の
内
に
塔
を
造

つつ

る
。
食
堂
に
八
十
餘
人
の
鉢
有
り
。
皆
絹
に
褒
み
木
に
懸
け
、
上
に
油
紙

を
懸
け
る
こ
と
興
敦
寺
の
食
堂
の
如
し
。
敦
主
の
救
賜
逹
観
輝
師
ー
七
十

な
り
。
寺
内
は
三
町
許
り
、
重
重
た
る
堂
廊
は
敢
て
以
て
隙
無
し
。
造
石

を
以
て
地
に
敷
く
。
面
は
漆
を
塗
り
し
が
如
し
。
出
で
去
る
の
閲
、
大
師

目

住
持
し
て
い
た
こ
と
を
始
め
て
知
っ
た
と
し
、
知
る
こ
と
の
運
き
を
恨
ん
で
い

る
。
彼
が
南
屏
に
遊
ん
だ
頃
こ
そ
「
頚
、
熙
寧
中
に
在
り
て
は
尚
、
恙
無
し
」

と
い
う
よ
う
に
、
成
尋
入
宋
の
前
後
で
あ
っ
た
。
な
お
梵
泰
の
卒
年
を
崇
寧
二

年
(
―

101―
-
）
に
設
定
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
蘇
東
披

(32) 

が
知
杭
州
と
な
っ
た
哲
宗
の
元
祐
四
年

(
1
0八
九
）
に
は
「
後
、
郡
と
為
る

醤
已
に
逝
く
」
（
鱈
事
項
炉
）
と
す
る
以
上
、
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
誤
り
は
徽
宗
が
崇
寧
二
年
(
―

101―
-
）
四
月
、
南
山
大
師
道
宜
に
法
慧
、

慈
雲
大
師
遵
式
に
法
賓
、
孤
山
智
圃
に
法
海
そ
し
て
梵
繰
に
貢
相
の
諮
を
賜
え

た
こ
と
が
伏
線
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
示
寂
し
た
の
は
、
お
そ
ら

＜
稗
宗
の
元
豊

(
1
0七
八

~
1
0八
五
）
末
頃
の
こ
と
だ
と
思
量
す
る
。

ほ
大
門
に
出
で
送
ら
る
。
諸
僧
列
び
送
り
、
手
を
取
り
て
輻
子
に
乗
せ
ら

れ
、
後
還
り
了
ん
ぬ

興
敦
寺
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
が
、
の
ち
に
五
山
の
一
っ
と
な
る
南
屏
山
浄
慈
寺

の
模
様
を
、
こ
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

『
臨
安
志
』
巻
七
八
に
よ
れ
ば
、
浄
慈
寺
は
後
周
の
顕
徳
元
年
（
九
五
四
）
、

興
敦
寺
と
同
様
に
時
の
呉
越
王
錢
弘
椒
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
初
め
惹
日
永

明
院
と
稲
し
た
が
太
宗
の
太
平
興
國
（
九
七
六

i
九
八
四
）
中
に
壽
寧
院
、
南

宋
の
紹
興
十
九
（
―
-
四
九
）
報
恩
光
孝
調
寺
と
改
額
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ

は
し
か
し
十
全
で
は
な
く
、
成
尋
の
記
逃
か
ら
も
分
る
と
お
り
煕
寧
年
閲
（
一

0
六
八

~
1
0七
七
）
に
は
浄
慈
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
賓
、
蘇

東
披
に
は
煕
寧
六
年

(
1
0七
一
―
-
）
の
作
「
病
中
獨
り
浄
慈
に
遊
ぴ
、
本
長
老

に
謁
す
。
周
長
官
、
詩
を
以
て
寄
せ
ら
れ
、
侶
に
逝
え
て
霊
隠
に
遊
ば
し
む
。

因
っ
て
韻
に
次
し
て
之
に
答
う
」
（
麟
咋
疇
謬
）
や
「
浄
慈
明
老
に
呉
う
五

首
」
（
鱚
箋
集
』
）
な
ど
證
す
る
も
の
に
は
事
鋏
か
な
い
。
『
浄
慈
寺
志
』
に

(33) 

照
ら
し
て
も
浄
慈
寺
額
の
由
来
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
が
、
爾
来
連
綿
と
今

日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寺
は
初
祖
道
潜
が
十
八
羅
漢
像
を
鋳
造
し
た
い
と
念
願
し
た
こ
と
に
端

を
登
す
る
と
催
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
羅
漢
信
仰
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
。
成
尋

が
證
拝
し
た
五
百
羅
漢
院
は
大
佛
殿
の
西
に
あ
り
通
稲
を
羅
漢
堂
、
正
し
く
ほ

應
員
殿
と
い
っ
た
。
南
宋
初
め
の
曹
助
撰
「
五
百
羅
漢
殿
記
」
（
『
松
隠
集
』
）

に
は
建
炎
(
-
―
二
七

i
-
―――

10)
の
初
め
、
火
災
に
あ
い
、
基
址
わ
ず
か

に
残
り
境
内
は
荊
榛
の
地
と
な
っ
た
が
、
紹
興
二
十
八
年
（
―
-
五
八
）
再
建

」ヽー／



こ
の
寺
は
開
基
の
道
潜
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
霊
隠
寺
か
ら
招
聘
さ
れ
た

『
宗
鏡
録
』
百
巻
の
撰
者
、
延
壽
の
活
躍
に
よ
り
不
動
の
地
位
を
得
た
あ
と
道

鴻
、
洪
壽
、
宗
本
、
善
本
と
名
僧
が
あ
い
つ
ぎ
、
霊
隠
寺
と
な
ら
ん
で
杭
州
寺

院
の
双
璧
と
う
た
わ
れ
た
。
成
尋
ら
が
訪
れ
た
煕
寧
五
年
の
住
持
ほ
、
第
五
代

の
善
本
を
小
本
と
す
る
の
に
到
し
大
本
と
呼
ば
れ
た
第
四
代
の
圃
照
調
師
宗
本

で
あ
る
。

宗
本

(
1
0二
O
~九
九
）
字
は
無
詰
、
無
錫
の
人
で
あ
る
が
、
蘇
州
の
承

天
永
安
寺
道
昇
に
師
事
の
の
ち
、
池
州
（
安
徽
省
貴
池
縣
）
の
景
徳
寺
に
い
た

義
懐
の
も
と
に
投
じ
、
師
に
従
っ
て
越
州
の
天
衣
寺
、
常
州
の
鷹
輻
寺
、
呉
江

の
聖
壽
院
に
住
し
た
。
英
宗
の
治
平

(
1
0六
四

~
1
0六
七
）
中
、
聖
壽
院

G5) 

を
訪
れ
た
李
復
圭
の
求
め
に
應
じ
た
義
攘
の
推
奉
で
、
蘇
州
の
瑞
光
寺
住
持
と

な
り
、
法
席
五
百
人
に
逹
し
た
と
い
う
。
こ
の
槃
名
を
聞
い
た
時
の
知
杭
州
陳

襄
が
承
天
・
興
教
雨
寺
の
住
持
に
招
い
た
が
蘇
州
の
門
流
に
は
ぽ
ま
れ
た
。
し

か
し
陳
襄
ほ
諦
め
ず
、
今
度
は
三
年
の
約
束
で
浄
慈
寺
を
も
っ
て
懇
請
し
、
よ

う
や
く
宿
願
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

陳
襄
は
先
迦
し
た
ご
と
く
前
任
者
沈
立
と
交
替
し
た
の
が
五
月
、
知
陳
州
よ

り
着
任
し
た
の
が
八
月
上
旬
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
陳
襄
が
宗
本
を
浄
慈

寺
に
迎
え
た
の
は
、
早
く
と
も
煕
寧
五
年

(
1
0七
二
）
の
秋
以
降
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
断
定
は
で
き
な
い
が
宗
本
の
轄
住
ま
で
浄
慈
寺
の
住
持
ほ
空
位

(35) 

と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
と
す
れ
ば
成
尋
ら
を
接
待
し
た

の
が
敬
主
の
逹
観
輝
師
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
應
肯
け
る
の
で
あ
る
。

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
」
―

-T-

さ
れ
、
羅
漠
堂
も
奮
に
復
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

七

宗
本
は
元
豊
五
年

(
1
0八
二
）
、
浄
慈
寺
を
門
人
の
善
本
に
託
し
て
瑞
峯

庵
に
隠
棲
し
た
が
、
の
ち
蘇
州
に
迎
え
ら
れ
て
弯
饉
山
の
禰
奉
寺
に
住
し
た
。

そ
し
て
汗
京
の
相
國
寺
慧
林
院
に
招
か
れ
て
上
京
、
紳
宗
の
命
に
よ
り
法
筵
を

高
麗
の
義
天
が
蘇
東
波
に
伴
わ
れ
て
宗
本
に
ま
み
え
弟
子
入
り
し
た
の
も
、
こ

の
頃
で
あ
る
。
元
祐
元
年

(
1
0八
六
）
に
蘇
州
へ
も
ど
り
、
元
符
二
年
（
一

(36) 

0
九
九
）
、
霊
厳
寺
に
没
し
た
。

蘇
東
披
の
「
病
中
、
獨
り
浄
慈
に
遊
び
、
本
長
老
に
謁
す
云
云
」
の
詩
は
煕

寧
六
年
七
月
の
作
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
本
長
老
こ
そ
宗
本
に
ほ
か
な
ら
ず

臥
聞
調
老
入
南
山
臥
し
て
聞
く
調
老
の
南
山
に
入
り

浄
掃
清
風
五
百
閲
浬
く
清
風
を
掃
う
五
百
閲

0

0

0

 

の
雨
連
に
宗
本
が
南
屏
山
浄
慈
寺
に
進
山
し
、
清
風
が
涌
ち
濡
ち
て
い
る
さ
ま

を
讚
嘆
し
て
浄
慈
寺
の
牡
大
さ
を
、
と
り
わ
け
五
百
羅
漢
堂
に
か
け
て
詠
い
上

げ
て
い
る
。
ま
た
「
杭
州
、
圃
照
調
師
に
請
う
る
疏
」
（
嘘
百
』
）
に
も
「
既

に
一
方
に
濡
ら
ざ
る
に
、
堡
、
衆
欲
に
違
う
を
肯
ん
ぜ
ん
や
」
と
杭
州
の
人
士

が
宗
本
を
渇
望
し
て
や
ま
ぬ
賓
情
を
訴
え
て
い
る
。

而
る
に
況
ん
や
浄
慈
は
古
刹
に
し
て
、
錢
氏
の
扁
田
な
り
、
代
々
偲
に
乏

し
か
ら
ず
、
人
々
の
信
行
す
る
所
な
る
を
や

お
そ
ら
く
陳
襄
を
動
か
し
宗
本
を
蘇
州
よ
り
招
聘
し
た
張
本
人
は
蘇
東
披
で
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
す
ら
思
わ
せ
る
口
調
で
あ
る
。

蘇
東
披
が
か
く
も
渇
仰
し
て
や
ま
な
か
っ
た
宗
本
の
宗
學
が
雲
門
輝
で
あ
っ

た
こ
と
ほ
疑
い
の
餘
地
が
な
い
。
明
州
の
雪
賓
山
資
聖
寺
に
住
し
た
雲
門
宗
中

開
き
哲
宗
か
ら
は
圃
照
調
師
の
琥
を
賑
ら
れ
る
な
ど
朝
野
の
奪
信
を
受
け
た
。



興
の
祖
、
明
覺
重
顕
（
九
八

0
~
1
0五
二
）
の
法
流
に
つ
い
て
「
雪
賓
の
道

法
は
（
宗
）
本
に
至
り
て
大
い
に
盛
ん
な
り
」
（
麟

5
憎
）
と
ま
で
稲
さ
れ
た
。

そ
の
彼
が
『
佛
祖
統
紀
』
巻
二
七
・
浄
土
立
敦
志
の
往
生
高
僧
偲
に
弟
子
の
善

本
と
も
ど
も
立
偲
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
見
奇
妙
な
感
を
免
れ
難
い
の
で
あ

る
。
か
の
蘇
東
披
を
介
し
て
宗
本
に
弟
子
入
り
し
た
高
麗
の
義
天
が
、
宗
本
に

諏
を
、
杭
州
慧
因
寺
の
浄
源
に
華
厳
を
、
霊
芝
寺
の
元
照
に
律
を
、
そ
し
て
天

竺
寺
の
従
練
に
天
台
数
法
を
學
ん
だ
と
博
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
他
と
も
に
許

す
屈
指
の
輝
僧
で
あ
っ
た
。
宗
本
が
「
密
か
に
浄
土
の
業
を
修
し
、
臨
終
に
は

ゅ

安
坐
し
て
逝
く
」
と
浄
土
往
生
を
と
げ
た
説
話
ま
で
も
紹
介
す
る
。
宗
本
を
調

浄
雙
修
、
調
浄
融
合
の
賓
賤
者
と
し
て
評
債
す
る
に
吝
か
で
は
な
い
が
、
い
さ

さ
か
撰
者
志
磐
ら
後
世
の
願
望
も
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
し
、
彼
を
と
り
ま
く
佛

敦
事
情
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
ま
れ
、
宗
本
が
迎
え
ら
れ
た
か
ら

に
は
浄
慈
寺
が
す
で
に
調
寺
と
し
て
の
性
格
と
機
能
を
備
え
て
い
た
と
推
測
で

き
る
。

い
て
、

て
云
う
、

と
こ
ろ
で
成
尋
ら
が
宿
房
に
導
か
れ
、
茶
の
供
應
を
受
け
た
逹
観
椰
師
に
つ

五
月
一
日
條
に
「
淫
慈
寺
の
妙
恵
大
師
救
賜
逹
観
禰
師
、
牒
を
送
ら
れ

『
二
日
に
齋
あ
り
』
と
い
え
り
」
と
み
え
る
。
逹
観
隷
師
を
金
山
龍

滸
寺
に
住
し
た
曇
穎
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
嘉
祐
元
年

(
1
0六
0
)
に

卒
し
た
彼
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
、
ま
た
浄
慈
寺
第
十
一
代
住
持
、
水
庵
師
一

の
弟
子
で
四
明
の
天
童
寺
に
住
し
た
息
庵
逹
観
と
す
る
の
に
も
、
い
さ
さ
か
勇

(38) 

氣
が
要
る
。
後
孜
を
待
っ
ほ
か
は
な
い
。

含
帽
循
研
究
所
紀
要
』
）
、

「
入
宋
憎
と
杭
州
・
越

註(

1

)

「
入
唐
僧
と
杭
州
・
越
州
」

州
」
（
韓
既
速
茫
頑
誤
＿

(

2

)

そ
の
敷
字
に
は
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ひ
と
ま
ず
木
宮
泰
彦
『
日
華
文
化
交

流
史
』
第
三
篇
第
二
章
「
入
宋
憎
．
蹄
化
宋
僧
と
文
化
の
移
植
」
参
照
。

(

3

)

『
武
林
薔
事
』
巻
五
に
も
龍
華
賓
乗
院
と
記
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
龍
華
は

『
禰
勒
下
生
経
』
に
強
勒
菩
薩
が
兜
率
天
よ
り
こ
の
閻
浮
提
に
下
生
し
、
出
家
修

行
の
の
ち
翅
頭
城
の
華
林
園
に
あ
る
龍
華
樹
下
に
坐
し
て
悟
り
を
開
き
、
三
會
の

説
法
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
龍
華
三
會
に
ち
な
む
も
の
で
、
本
奪
が
丈
六
の

蒲
勒
佛
で
あ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
『
武
林
梵
志
』
が
「
龍
華
輝

寺
、
薔
名
龍
華
賓
勝
」
と
す
る
の
も
、
あ
る
い
ほ
稜
昔
近
似
な
ど
に
よ
る
誤
寓
か

と
思
わ
れ
る
。

(

4

)

『
讀
史
方
輿
紀
要
』
巻
九
三
、
義
烏
縣
鐵
巖
山
條
に
「
又
雲
黄
山
、
在
縣
南
一
―
―

十
五
里
、
亦
曰
雲
横
山
、
一
名
松
山
、
周
百
二
十
里
、
高
百
四
十
丈
」
と
あ
る
。

こ
の
雲
黄
山
の
稲
こ
そ
膊
食
が
天
嘉
二
年
（
五
六
一
）
に
行
逍
中
、
山
頂
に
黄
雲

が
た
な
ぴ
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
樽
禽
創
建
の
雙
林
寺
に
因

み
雙
林
山
と
も
呼
ば
れ
る
。

(

5

)

『
景
徳
偲
燈
録
』
巻
一
八
お
よ
び
『
宋
高
僧
博
』
巻
一
三
・
菩
瀞
偲
付
の
璽
照

憚
、
『
佛
祖
統
紀
』
巻
四
ニ
・
晉
少
帯
開
運
元
年
（
九
四
四
）
六
月
條
。
な
お
同

書
巻
三
七
・
陳
客
帝
太
建
元
年
（
五
六
九
）
四
月
條
も
参
看
゜

(

6

)

『
賓
刻
叢
編
』
巻
一
四
・
天
謳
十
年
（
九
四
五
）
二
月
。
撰
者
の
胡
進
思
は
開

運
三
年
（
九
四
六
）
二
月
に
検
校
太
尉
を
も
っ
て
奥
興
の
刺
史
と
な
っ
て
お
り
、

も
と
杭
州
の
出
身
で
、
錢
弘
佐
の
あ
と
を
嗣
い
だ
錢
弘
俵
を
退
け
錢
弘
傲
を
立
て

た
張
本
人
で
も
あ
る
。
『
嘉
泰
奥
興
志
』
巻
一
四
、
『
十
國
春
秋
』
巻
八
八
゜

(

7

)

『
佛
祖
歴
代
通
載
』
巻
ニ
ー
。
『
元
史
』
巻
一
三
。
な
お
竺
沙
雅
章
「
宋
元
時

代
の
杭
州
寺
院
」
（
鯰
冠
遺
蹄
底
年
虹
咬
迄
一
九
八
四
）
参
看
゜

(

8

)

今
津
洪
岳
「
正
元
古
寓
源
信
憎
都
偲
證
註
」
、
箕
泉
光
穎
「
悪
心
憎
都
と
宋
園

と
の
交
渉
」
（
鱈
丘
如
硬
尉
呼
転
i

心
）
、
西
岡
虎
之
助
「
源
心
を
中
心
と
せ
る
日
宋

＿八



文
化
の
交
渉
」
（
芸
惰
虹
認
忌
『
巻
一
＿
一
猿
）
、
辻
善
之
助
『
増
訂
海
外
交
通
史
話
』

（
一
九
三

0
・
内
外
書
籍
）
第
九
章
・
日
本
文
化
の
逆
輸
入
、
木
宮
泰
彦
『
日
華

文
化
交
流
史
』
（
一
九
五
五
•
富
山
房
）
第
二
章
第
九
節
、
瀕
信
と
日
宋
文
化
の

交
渉
、
竺
沙
雅
章
「
宋
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
佛
数
の
交
流
」
（
弐
峰
ゴ
匹
研
究
』
）
、

鷹
「
宋
代
に
お
け
る
日
本
典
籍
の
西
偲
と
そ
の
影
響
」
（
誌
疇
塁
番
9
.

甜
正
藷
筐
）

(

9

)

『
参
記
』
巻
四
・
熙
寧
五
年

(
1
0七
二
）
十
月
二
十
五
日
條
に
「
唐
務
（
婆
）

州
七
佛
道
場
行
辿
和
尚
請
納
往
生
要
集
返
書
一
通
」
と
み
え
る
。

(
1
0
)

『
梁
朝
樽
大
士
頌
金
剛
艇
』
（
稔
嘩
嗜
八
五
）
は
こ
の
話
に
よ
る
偽
疑
艇
と
さ
れ

る
（
畷
”
部
餘
韻
解
説
』
）
。
恐
ら
く
徐
陵
の
碑
文
に
「
武
帝
子
華
林
園
重
雲
殿
、
自
開

講
三
慧
．
般
若
鯉
…
．．
 
云
云
」
あ
る
い
は
「
一
帝
又
子
壽
光
殿
、
獨
延
大
士
、
講
論

玄
蹟
、
言
無
重
頌
、
句
備
伽
佗
、
昔
會
宮
商
、
義
兼
華
藻
：
．．．． 
云
云
」
と
い
う
の

に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
。
な
お
石
井
亮
薫
「
膊
大
士
に
つ
い
て
」
（
鰐
峰
笛
』
）

(
1
1
)

宋
の
察
條
の
『
鐵
園
山
叢
談
』
巻
六
に
「
錢
塘
之
龍
華
寺
、
有
樽
大
士
員
身
、

仰
蔵
所
謂
敲
門
椎
、
頌
金
剛
鰹
拍
板
輿
議
絲
燈
三
物
」
と
み
え
る
。

(
1
2
)

法
隆
寺
の
金
剛
押
出
阿
禰
陀
五
尊
、
高
野
山
普
門
院
な
ら
び
に
厳
島
紳
社
の
枕

本
奪
、
清
海
曼
荼
羅
等
。
な
お
塚
本
箸
隆
「
常
行
堂
の
研
究
」
（
辛
B
野
．
一
5
)
に

は
比
叡
山
東
塔
常
行
堂
の
本
零
が
阿
蒲
陀
佛
を
中
心
と
す
る
五
奪
様
式
の
多
さ
を

指
摘
す
る
。
賣
乗
寺
の
場
合
、
中
奪
と
偲
禽
（
禰
勒
）
と
す
れ
ば
比
丘
形
の
二
菩

薩
と
み
る
の
は
、
轄
輪
蔵
の
創
始
者
と
さ
れ
る
偲
禽
が
轄
蔵
に
奉
安
さ
れ
る
際
、

彼
の
息
子
、
普
建
と
普
成
が
脇
社
に
置
か
れ
る
様
式
を
先
取
り
し
た
も
の
か
も
知

れ
な
い
。
後
孜
を
ま
ち
た
い
。

(
1
3
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
一
三
・
善
瀞
偲
付
．
杭
州
龍
華
寺
震
照
偲
と
し
て
み
え
る
。

(
1
4
)

『
宋
高
僧
偲
』
巻
二
八
・
遵
海
博
付
．
彦
求
偲
。
な
お
慧
稜
に
つ
い
て
は
同
書

巻
―
―
―
-
、
『
祖
堂
集
』
巻
一

0
、
『
景
鋸
博
燈
録
』
巻
一
八
に
本
倦
を
の
せ
る
。

(
1
5
)

大
佛
殿
の
後
の
．
．
．
．
．
．
、
こ
の
一
節
は
唐
突
の
惑
を
免
れ
が
た
い
。
あ
る
い
は
前

の
「
大
佛
殿
の
繹
迦
三
拿
」
に
つ
な
げ
た
文
の
可
能
性
も
考
え
れ
る
。
な
お
大
辮

功
練
天
像
は
大
鉾
天
と
功
徳
天
と
解
す
る
人
（
註
⑬
．
齋
藤
氏
説
）
も
い
る
が
、

成
尋
と
杭
州
寺
院
ー
ー
「
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
」
―

-T-

＿九

こ
れ
は
大
辮
功
穂
娑
但
那
、
千
手
観
昔
の
巻
厩
、
大
徳
天
女
の
こ
と
で
あ
る
。

(
1
6
)

底
本
・
原
本
と
も
「
可
下
府
寅
者
」
と
作
る
が
、
考
證
ど
お
り
「
府
宣
」
の
誤

寓
と
み
た
い
。

(
1
7
)

近
刊
の
齋
藤
圃
楓
『
参
天
台
五
壷
山
記
』
ー
の
注
に
は
『
成
尋
阿
閤
黎
母
集
』

に
「
な
ん
つ
い
山
の
き
よ
う
か
け
寺
」
と
あ
り
、
止
宿
の
寺
と
し
て
こ
こ
を
希
望

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
成
尋
は
興
数
寺
に
闘
す
る
何
ら
か
の
豫
備
知
識
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
る
が
（
註
51)
、
こ
こ
は
知
府
の
下
命
に
よ
っ
て
興
数

寺
と
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
成
尋
ら
が
興
数
寺
を
希
望
し
た
も
の
で
ほ
な
い

し
制
度
上
、
出
来
る
は
ず
も
な
い
。
お
そ
ら
く
嘗
時
、
高
麗
な
ど
外
國
の
憎
が
来

朝
の
折
に
指
定
さ
れ
た
の
が
興
敦
寺
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
開
封
の
安

下
所
の
偲
法
院
が
そ
う
で
あ
る
。

(
1
8
)

虞
候
、
殿
前
司
よ
り
諸
道
州
府
の
廂
軍
に
至
る
ま
で
置
か
れ
た
武
職
の
―
つ
で

あ
る
が
、
具
餞
的
な
人
名
は
分
ら
な
い
。

(
1
9
)

『
夢
梁
録
』
巻
―
-
．
諸
巖
に
「
司
馬
温
公
書
、
家
人
卦
、
刻
之
於
石
、
見
存

其
跡
突
」
と
あ
る
。

(
2
0
)物
外
の
偲
は
『
宋
高
憎
偲
』
巻
二0
•
清
槻
博
付
、
お
よ
び
『
繹
門
正
統
』
巻

二
、
『
佛
租
統
紀
』
巻
八
に
み
え
る
が
簡
略
で
あ
る
。

(
2
1
)

「
寺
家
未
決
」
の
こ
と
は
「
唐
決
」
「
繹
疑
」
と
し
て
卍
績
蔵
艇

(100冊）

に
牧
め
ら
れ
て
お
り
紐
緯
に
つ
い
て
は

r
日
本
大
蔵
罷
』
天
台
宗
顕
数
章
第
二
、

「
五
百
問
論
」
巻
上
の
識
語
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。
大
屋
穂
城
「
圏
載
」
（
N卓
謬

琴
仲
尾
俊
博
「
闘
載
」
（
ゴ
却
『
』
一
四
裁
）

(
2
2
)

『
請
弘
偲
両
宗
官
諜
案
』
『
天
台
宗
延
暦
寺
座
主
圃
珍
和
尚
偲
』
『
高
憎
催
要

文
抄
』
第
ニ
・
智
證
大
師
博
な
ど
に
み
え
る
。

(
2
3
)

大
中
十
二
年
（
八
五
八
）
閏
二
月
、
時
の
台
州
刺
史
厳
修
睦
に
あ
て
た
圃
珍
の

「
乞
台
州
公
験
吠
」
に
「
叉
賂
本
國
天
台
宗
弟
子
藤
大
尉
相
公
砂
金
一
十
三
雨
、

興
憎
物
外
、
同
修
大
師
墳
禽
井
國
清
寺
大
佛
殿
」
と
あ
る
。

(
2
4
)

底
本
・
原
本
と
も
「
打
柱
」
に
作
り
松
・
學
雨
本
は
「
打
桂
」
に
作
る
。
永
井

義
憲
氏
ほ
「
打
磐
」
と
し
、
島
津
草
子
氏
も
こ
れ
に
従
う
。
た
だ
し
齋
藤
氏
は



「
打
椎
」
の
誤
寓
と
み
、
槌
砧
、
槌
静
の
こ
と
と
す
る
が
、
け
だ
し
妥
営
で
あ
ろ

う。

(
2
5
)

齋
藤
氏
は
成
尋
ら
が
錢
を
布
施
し
た
と
み
、
他
の
人
は
錢
が
無
か
っ
た
の
で
布

施
し
な
か
っ
た
と
解
す
る
が
、
こ
れ
は
逆
で
あ
り
廿
八
日
條
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
齋
主
の
知
府
よ
り
二
貫
文
が
齋
料
と
し
て
興
数
寺
に
送
ら
れ
て
お
り
、
寺
よ
り

日
本
憎
達
へ
渡
さ
れ
た
布
施
で
あ
る
。

(
2
6
)

方
池
、
あ
る
い
は
放
生
池
の
可
能
性
も
棄
て
き
れ
な
い
。

(
2
7
)

孔
凡
酸
の
『
蘇
試
年
譜
』
上
冊
（
丑
霜
鳩
巴
巻
一
三
は
興
数
寺
を
『
輿
地
紀

勝
』
巻
二
の
南
屏
山
・
六
和
塔
・
金
魚
池
の
記
事
を
も
と
に
六
和
寺
・
開
化
寺
・

興
数
寺
を
同
じ
場
所
と
み
て
い
る
が
誤
解
で
あ
る
。
『
蘇
試
文
集
』
六
八
「
書
蘇

子
美
金
魚
詩
（
六
和
寺
）
」
に
も
い
う
よ
う
に
六
和
寺
の
後
の
池
に
も
金
魚
が
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
。

(
2
8
)

『
参
記
』
巻
ニ
・
煕
寧
五
年

(
1
0七
二
）
六
月
五
日
條
の
杭
州
牒
案
に
み
え

る
。
な
お
『
乾
道
臨
安
志
』
巻
三
・
牧
守
、
『
臨
安
志
』
巻
四
六
・
秩
官
四
お
よ

び
『
北
宋
艇
撫
年
表
』
巻
四
、
『
無
為
集
』
巻
―
―
-
「
右
諫
議
大
夫
沈
公
神
道
碑
」

な
ど
を
参
照
。
本
偲
は
『
宋
史
』
巻
三
＝1

1

三
に
あ
る
。

(
2
9
)

施
宿
氏
の
『
蘇
試
年
譜
』
ほ
熙
寧
六
年

(
1
0七
三
）
九
月
九
日
の
作
と
す
る

が
、
孔
凡
蔵
氏
は
五
年
の
重
陽
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
3
0
)

崇
寧
二
年
（
二

0
三
）
の
こ
と
。
唐
の
道
宣
に
法
慧
大
師
、
宋
の
遵
式
に
法
賓

大
師
の
謳
琥
が
贈
ら
れ
た
。
（
鱈
蜘
還
き
）

(
3
1
)

『
嵩
山
文
集
』
巻
一
七
。
同
書
同
巻
に
は
「
紀
贈
法
智
詩
序
」
が
あ
り
、
知
證

を
讃
嘆
し
て
い
る
。

(

3

2

)

『
重
編
東
披
先
生
外
集
』
堡
三
に
「
自
跛
南
屏
激
水
偶
」
（
芦
雌
霰
這
侠
文
）

が
あ
り
「
煕
寧
中
作
此
傷
、
以
示
用
文
閤
黎
、
後
十
六
年
再
過
南
屏
、
復
録
以
示

雲
玩
上
座
、
元
祐
四
年

(
1
0八
九
）
九
月
望
目
」
と
あ
る
の
ほ
、
こ
の
時
か
も

知
れ
な
い
。

(
3
3
)

曹
動
の
「
五
百
羅
漢
殿
記
」
（
『
松
隠
文
集
』
）
に
は
「
浄
慈
山
報
恩
光
孝
輝
寺
」

と
あ
る
が
、
南
屏
山
を
浮
慈
山
と
稲
し
た
の
ほ
浮
慈
寺
に
原
因
し
て
い
よ
う
。
後

孜
に
ま
つ
。
な
お
宋
の
宗
暁
『
築
邦
文
類
』
巻
三
に
蘇
東
披
と
同
時
の
楊
傑
撰

「
浮
慈
七
賓
蒲
陀
像
記
」
お
よ
び
「
建
禰
陀
賓
閣
記
」
が
あ
る
。

(
3
4
)

『
輝
林
憎
賓
博
』
巻
一
四
の
本
縛
に
よ
る
が
、
李
復
圭
の
偲
は
『
宋
史
』
巻
二

九
一
・
李
若
谷
付
偲
に
あ
り
雨
浙
轄
運
使
を
つ
と
め
た
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し

『
北
宋
親
撫
年
表
』
に
は
み
え
な
い
。

(
3
5
)

『
浮
慈
寺
志
』
巻
八
に
あ
げ
る
第
三
代
住
持
の
洪
壽
輝
師
と
は
『
臨
安
志
』
巻

七
0
に
い
う
杭
州
興
数
小
壽
輝
師
す
な
わ
ち
延
壽
の
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
宋
の

洪
覚
範
『
林
間
録
』
巻
上
に
は
天
台
詔
國
師
に
學
び
、
か
つ
王
随
が
知
杭
州
と
な

っ
た
時
、
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
。
王
譴
が
任
に
あ
っ
た
の
は
箕
宗
の
天
稽
四
年

(
1
0二
0
)
で
あ
り
、
蓬
化
の
年
も
不
明
、
か
つ
熙
年
五
年

(
1
0七
二
）
に

宗
本
ヘ
バ
ト
ソ
を
渡
す
に
は
年
齢
的
に
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
6
)

宗
本
の
偲
は
『
建
中
靖
國
績
燈
録
』
巻
九
、
『
輝
林
僧
賓
偲
』
巻
一
四
な
ど
の

輝
系
書
の
ほ
か
、
『
臨
安
志
』
巻
七

0
、
『
浄
慈
寺
志
』
巻
八
、
『
佛
祖
統
紀
』

巻
二
七
、
『
佛
祖
歴
代
通
載
』
巻
一
九
、
『
繹
氏
稽
古
略
』
巻
四
な
ど
に
み
え
、

『
慧
林
宗
本
輝
師
別
録
』
一
巻
も
あ
る
。
な
お
佐
藤
成
順
「
北
宋
時
代
の
杭
州
に

お
け
る
輝
借
と
浄
土
数
」
（
芦
輝
姿
芸
『
m)
参
照
。

(
3
7
)

佐
藤
成
淳
氏
の
上
掲
論
文
に
輝
淫
双
修
説
を
展
開
さ
れ
る
。

(
3
8
)

島
津
草
子
『
封
校
繹
註
参
天
台
五
蛋
山
記
』
は
曇
穎
説
を
と
り
、
斎
藤
圃
員
氏

は
別
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
息
庵
逹
観
に
つ
い
て
は
『
増
集
績
偲
燈
録
』
巻
一
、

『
績
燈
存
稿
』
巻
一
、
『
五
燈
厳
燈
』
巻
―

1
0、
『
浄
慈
寺
志
』
巻
一

0
、
『
天

童
寺
志
』
巻
三
。
彼
は
金
山
寺
よ
り
救
旨
を
受
け
て
杭
州
震
隠
寺
、
の
ち
天
龍
寺

に
住
し
た
。

四
〇




